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第２回

学校環境衛生活動と
　　　　 学校薬剤師

　学校保健安全法において文部科学大
臣が望ましい基準として「学校環境衛
生基準」を定めると共に同施行規則第
24条（学校薬剤師の職務執行の準則）
において学校薬剤師の職務内容につい
て法的な位置づけが明確化されたこと
は前回述べた。
　同法の施行から学校において学校保
健活動を推進する上で学校環境衛生検
査の実施と環境衛生の維持・管理にお
ける指導・助言は欠かせないものであ
り、その完全実施が求められている。
　すなわち学校薬剤師は、「学校環境衛
生基準」と担当校の現状を確実に把握
し、その上で適切な指導・助言を行う
ことにより「健康的かつ安全で豊かな
施設環境の確保」および「児童生徒等の
安心と安全」を図ることで①健康の保
持増進を図る②学習能率の向上を図る
③情操の陶冶＊を図る――の三つを目
的とする学校環境衛生管理が達成され
ることに留意する必要があると言える。

　表は「学校環境衛生基準」の第１～
第４に規定された定期の環境衛生検査
年間計画例であり、学校保健計画をも
とに計画的に実施すると共に組織的な
評価と情報共有を行い、異常値等があ
れば管理者・設置者と共に原因究明と
改善を行うことで再発防止を図るよう
指導・助言を行っている。
　またこのとき、「学校環境衛生基準」

の第５で学校が実施しなければならな
いとされた「日常点検」についても、
学校薬剤師が定期検査の折にこれを確
認、定期検査の結果と合わせて指導・
助言に努めている。

　学校薬剤師の職務執行の準則には、
法第８条の健康相談に従事すること、
法第９条の保健指導に従事することと
ある。

　環境衛生活動を行う中で、
衛生管理等に不備があると児
童生徒等に健康被害が生じる
ことがあることについて、学
校薬剤師は学校職員等の知識
および認識の向上を図ると共
に、問題に対して適切な指導
・助言および対応を行うこと
を目指している。
　例として、プール指導にお
ける、日焼け止めクリームの

使用や洗眼器の使用についての問題、
換気等ではシックハウス（揮発性有機
化合物）、ＰＭ 2.5（微小粒子状物質）
の問題、農薬・殺虫剤の使用問題、ま
た熱中症へのＷＢＧＴの活用や水分補
給等に関する啓発および指導等がある。

　学校で扱うほとんどの薬品は「医薬

用外」薬品の「試薬」に分類される。
その取り扱い、保管・管理については
「毒物劇物取締法」で規定される「毒物」
「劇物」。さらに「消防法」で規定され
る「危険物」に該当する薬品について
は、それぞれに対応した取り扱いが必
要となる。
　そのため、薬品は多数の法令によっ
て管理方法等が規制されていることを
まず、学校の管理担当者等に再度、指
導すると共に、管理体制の明確化、薬
品台帳の整理、分類、毒劇物、危険物、
一般薬品、保管方法、廃棄、日常点検、
定期点検等に対する情報提供および講
習等を実施する。特に「毒物」「劇物」
および「危険物」に該当する薬品の保
管・管理については「危害防止規定」
を作成し、その体制および責任を明確
にするよう指導している。
　また、医薬品については最近、食物
アレルギー等の問題からエピペン等の
医療用医薬品について、子供が学校に
持参したり、それを学校で保管する例
も増えてきている。
　さらに一般用医薬品については、新
改正薬事法（略称：医薬品医療機器等
法）の施行から販売方法等が大きく変
わった。保健主事、養護教諭のみでな
く学校職員全体にも医薬品について、
その使用方法、注意事項、管理方法等
を含めた正しい知識を持ってもらう必
要があることから、各学校の現職教育
等の時間を活用して講習等を実施して
いる。
　このように、学校薬剤師は薬剤師と
して薬事法の改正等により活動の制限
を受ける中で、子供たちの健康と安全
を守るため、あるいは国民の信頼を得
るため、積極的に学校での保健管理お
よび保健教育に参画することで、地域
保健活動に積極的に貢献している。

健康相談・保健指導

月 活動内容（主に定期検査）

４月

～

６月

・学校保健計画の確認および修正
・机、いすの高さ、黒板面の色彩の検査
・照度、まぶしさ、騒音レベルの検査
・飲料水等の水質および施設・設備の検査
・水泳プールの水質および施設・設備の衛生状態の検査
・雑用水の水質および施設・設備の検査

７月

～

９月

・換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、一酸化炭素および二酸化窒素の検査
・ネズミ、衛生害虫等の検査
・水泳プールの水質の検査
・大掃除の実施の検査
・揮発性有機化合物の検査
・ダニまたはダニアレルゲンの検査

10月

～

12月

・照度、まぶしさ、騒音レベルの検査
・雑用水の水質および施設・設備の検査
・大掃除の実施の検査

１月

～

３月

・換気、温度、相対湿度、浮遊粉じん、気流、一酸化炭素および二酸化窒素の検査
・大掃除の実施の検査
・雨水の排水溝等、排水の施設・設備の検査
・学校保健委員会（定期検査の報告および評価）
・学校保健計画案の作成（学校環境衛生活動に関する計画立案）

学校環境衛生管理

学校で保有する医薬品
および薬品等の管理

　＊徳性と結びついた心情、たとえば花
鳥風月をいつくしむ心、優しく優雅な気
持ちを持ち道徳的に優れた人柄を育てる
というような意味

学校における適切な環境の維持および改善
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